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（仮称）光が丘地区複合施設市民検討会について 

 相模原市では、令和７年３月に閉校する青葉小学校の敷地に、公民館機能、地域・子ども活動
機能、児童館機能を有する新たな複合施設の整備に向けた検討を進めております。 
 令和６年８月２６日に第１回（仮称）光が丘地区複合施設市民検討会を開催しました。 

検討委員選出団体等 

･ 光が丘公民館運営協議会 ･ 光が丘公民館利用団体協議会 
･ 青葉児童館運営委員会 ･ 光が丘地区子ども会育成連絡協議会 
･ 光が丘公民館区 青少年健全育成協議会 ･ 光が丘地区まちづくり会議 
･ 公募市民  

光が丘地区学校跡施設（青葉小学校）利活用事業について 

 光が丘地区では、昭和３０年代後半から５０年代にかけて住宅開発が進み、人口の増加と合わ
せ、保育園、学校、公民館などの公共施設を整備してきました。 
 現在は、療育センター陽光園や陽光台保育園など、子どもに関する公共施設の多くが築４０年
以上を経過しており、建て替えなどを検討する時期を迎えています。また、市教育委員会では、
小・中学校の児童生徒数の減少に伴い、令和７年３月に青葉小学
校を閉校し、同年４月に光が丘小学校、陽光台小学校、並木小学
校に再編するという対応方針を定めました。 
 青葉小学校の跡地については、隣接する光が丘公民館と分けた
形での整備を想定していましたが、ほぼ同じ時期に公民館の大規
模改修が必要なことや、同一の敷地内で施設を複合化することで
より利便性を高められるなどの理由から、次のとおり今後の取組
の方向性を決定しました。 

検討会のスケジュール等について 

令和６年度 ６回程度開催 
令和７年度 ２回程度開催 

※ 検討会の検討状況等により、スケジュールの見直しや書面開

催とする場合があります。 

検討会での主な検討事項 

･ 公民館機能等の諸室構成に関すること 
･ 公民館機能、地域・子ども活動機能、児童館機能の連
携（ゾーニング等）に関すること 

･ 光が丘公民館を青葉小学校の跡地に移転します。 
･ 青葉小学校のＢ棟を解体し、「公民館機能」、「地域・子ども活動機能」、「青葉児童館の機
能」に必要な建物を新築します。 

･ Ａ棟・Ｃ棟は、療育センター（陽光園）、保育園等として活用します。 
･ 未利用となった土地は売却等により、事業の財源として活用します。 

今後の取組の方向性について ※令和５年１２月に市で決定 



光が丘公民館の現状について 

･ 所在地 相模原市中央区並木４－７－９ 
･ 開館日 昭和６０年４月１日（昭和５２年４月１日設置） 
･ 登録団体数（令和６年４月１日現在） １５９団体 
･ 延床面積 ９９８．２２㎡ 
･ 駐車場台数 ２２台 
･ 令和５年度の利用状況 

利用団体数  ３，７１４団体 
利用率   ４８．６％ 
利用人数  ４２，８６９人 

１階配置図 

２階配置図 

部屋名   
面積 

（定員） 
使用料 

（１時間当たり） 
稼働率 主な利用内容 

大会議室   
１７１．００㎡ 
（１６０人） 

５００円 ５８．６％ 
･ 会議、学習、娯楽（将棋、麻雀等） 
･ ダンス、体操、演劇 

小会議室  
３７．１０㎡ 
（２４人） 

１００円 ５５．４％ 
･ 会議、学習、娯楽（将棋、麻雀等） 
･ 音楽（歌唱、演奏） 

コミュニティ室  
６５．２０㎡ 
（３４人） 

２００円 ６２．６％ 
･ 会議、学習、娯楽（将棋、麻雀等） 
･ 音楽（歌唱、演奏）  

和室  
９０．５６㎡ 
（５５人） 

３００円 ４２．１％ ･ ダンス、体操、演劇 

茶室  
２７．９０㎡ 
（１２人） 

１００円 ２８．１％ 
･ 音楽（歌唱、演奏） 
･ ダンス、体操、演劇 

料理実習室  
５５．６０㎡ 
（３２人） 

２００円 ４３．９％ ･ 会議、学習、娯楽（将棋、麻雀等） 

保育室  
３７．５２㎡ 
（１８人） 

－ １１．７％ 
･ 会議、学習、娯楽（将棋、麻雀等） 
･ ダンス、体操、演劇 

令和５年度貸室等の利用状況等 

公民館利用者アンケートの結果 

●新たな貸室に用意してほしい設備や機能等についてのアイデアについて 
･ 防音設備がある部屋を希望する意見や、子どもに関する意見（プレイルーム、玩具の配置、授
乳・おむつ替えスペース等）が多数あった。 

･ 土足禁止や柔らかい床、個別空調、鏡の設置、軽い机やいすを希望する意見があった。 

●新たな図書室に用意してほしい設備や機能等についてのアイデアについて 
･ 学習、読書スペース（パソコンの持ち込み、静かに勉強できる） 
･ 読み聞かせ等ができる小上がりのスペース 

●共有スペースに用意してほしい設備や機能等についてのアイデアについて 
･ 予約なしで打ち合わせや談話ができるスペース、喫茶スペースの設置を希望する意見が多かった。 
･ 受験用資料の配架や学習スペース、遊び場など、子どもの居場所の設置を希望する意見が複数あった。 

光が丘公民館の概要 

※第２事務室はおよその位置、

大きさを示しています。 

第１回検討会資料から 



複合施設の敷地設定の想定について 

 複合施設の建築敷地は、用途地域・建物規模等を踏まえ、「総２階建て」を想定し、約３，０００㎡と
します。なお、今後の検討により、建築敷地を拡大することも想定しています。 

 地域・子ども活動機能、光が丘公民館、青葉児童館のそれぞれの施設の類似機能を共有して、
整備費用やランニングコストを抑えつつ、地域の皆さんが利用しやすい新しい施設の整備を目指
して検討を行います。 

複合施設の機能イメージ 

 検討会の資料等は、相模原市ホームページ、行政資料
コーナー、光が丘公民館で閲覧することができます。 

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/chuoku/1024162.html 

光が丘地区の公共施設再編 検索 

第１回検討会資料から 

第１回検討会資料から 

https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/chuoku/1024162.html

